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［ 保険料の計算 ］

問 茨城県後期高齢者医療

広域連合 ☎ 029-309-1213

［ 保険料の納付 ］

問 国保年金課（千代田庁舎）

1 

均
等
割
額
の
軽
減
措
置

「
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の
総
所

得
金
額
等
の
合
計
」が
基
準
額
を
超
え
な
い
場

合
、
保
険
料
の
均
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
下
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い

2
所
得
割
額
の
軽
減
措
置

保
険
料
の
所
得
割
額
を
負
担
し
て
い
る
方
で
、

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
が
58
万
円
以
下

の
場
合
は
、
所
得
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

3
そ
の
他
の
軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
前
日
に
、
社
会

保
険
や
共
済
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

方
は
、
所
得
割
額
の
負
担
は
な
く
、
均
等
割
額

が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減
措
置

均等割額

加入者全員が
等しく負担

所得割額

所得に応じて
負担

保険料

1 人あたりの
年間保険料

県広域連合で決めら

れた年間の均等割額

39,500 円

所得割額計算式

（　　　　　　　　－ 33 万円）× 8.0%
総所得
金額等

保険料限度額

57 万円

✚ ＝

【保険料額の計算方法】

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
、
介
護

保
険
と
同
様
に
個
人
ご
と
に
算
定
し
、
加
入
者

全
員
が
等
し
く
負
担
す
る「
均
等
割
額
」と
、
加

入
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得
割
額
」

と
の
合
計
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
額
の
算
出
方
法

㊟ 総所得金額等とは、 前年中の「公的年金収入－公的年金等控除」 「給与収入－給与所得控除」

などの合計額で、 各種所得控除前の金額です。 遺族年金や障害年金は、 収入に含みません。

平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

ご
加
入
の
皆
さ
ま
へ

均等割額
軽減割合

9 割軽減

8.5 割軽減

5 割軽減

2 割軽減

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合

33 万円を超えないで、 被保険者全員が年金収入 80 万円以下の
世帯（※その他各種所得がない場合）

33 万円を超えない世帯

33 万円＋「26.5 万円（※平成 27 年度は 26 万円）×世帯の被保険
者数」以下の世帯

33 万円＋「48 万円（※平成 27 年度は 47 万円）×世帯の被保険者
数」以下の世帯

※ 平成 28 年度分保険料から 5 割および 2 割軽減に係る世帯（被保険者と世帯主）
の総所得金額の基準額が引き上げられました。

保 

険
料
率
は
、
２
年
に
一
度
見
直
し
さ
れ
ま

す
。
医
療
給
付
費
は
、
今
後
も
増
加
傾

向
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、
平
成
28
・
29
年
度
の

保
険
料
率
は
、
平
成
26
・
27
年
度
か
ら
据
え
置

き
と
な
り
ま
し
た
。

わ
た
し
は
い
く
ら
か
の
う

公
共
施
設
の
使
用
料
の
見
直
し
に
つ
い
て

よ
り
一
層
、
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え
と
心
構
え
を

減
免
制
度
な
ど
を
再
検
討
し
て
い
ま
す

「
地
域
防
災
計
画
」を
見
直
し
ま
し
た

問
検
査
管
財
課（
千
代
田
庁
舎
）

問
防
災
安
全
室（
千
代
田
庁
舎
）

市
で
は
、
公
共
施
設
を
利
用
さ
れ
る
皆
さ
ん

に
負
担
い
た
だ
い
て
い
る「
使
用
料
」に
つ
い
て
、

負
担
に
見
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
公
平
性
・

公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、
見
直
し
の
実
施
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
見
直
し
の
実
施
時
期
は
、
当
初
は
本
年

4
月
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
誌
の
平
成
27

年
12
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
市
民

の
皆
さ
ん
や
施
設
利
用
者
を
対
象
と
し
た
説
明

会
に
お
け
る
ご
意
見
な
ど
を
踏
ま
え
、
見
直
し

の
内
容
や
実
施
時
期
に
つ
い
て
再
調
整
の
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

再
調
整
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
例
と
し
て
は
、
料
金

体
系
な
ど
を
是
正
し
つ
つ
、
特
に「
使
用
料
の
免

除
や
減
額
の
制
度
」に
つ
い
て
、
現
在
の
利
用
者

市
で
は
、
市
民
の
生
命
と
財
産
を
災
害
か
ら
守
る
た
め
に
、
災
害
対
策

基
本
法
に
基
づ
き「
地
域
防
災
計
画
」を
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
風
水

害
対
策
を
中
心
に
関
係
法
令
の
改
正
な
ど
に
対
応
し
た
改
定
を
行
い
ま
し

た
の
で
、
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※ 

地
域
防
災
計
画
の
全
編
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

負
担
の
実
態
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
自
主
的
な
活
動
の
支
援
と
い
っ
た
観
点

か
ら
も「
公
共
施
設
を
利
用
し
や
す
い
制
度
」と

な
る
よ
う
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年

4
月
に
改
正
さ
れ
る
消
費
税
と
の
関
連
も
考
慮

し
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
し
て
い
ま
す
。

再
調
整
案
の
具
体
的
な
内
容
は
、
引
き
続
き

検
討
状
況
に
応
じ
本
誌
な
ど
で
お
知
ら
せ
す
る

と
と
も
に
、
説
明
会
を
計
画
す
る
な
ど
、
よ
り

多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
な
が
ら
進

め
て
い
き
ま
す
。

◎ 

が
け
崩
れ
な
ど
の
警
戒
区
域

の
追
加

県
知
事
か
ら
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所
と

土
石
流
危
険
箇
所
が
追
加
指
定（
平
成
27
年

5
月
）さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
ま
し
た
。

◎ 

警
報
・
注
意
報
発
表
基
準
の

変
更
へ
の
対
応

気
象
庁
の
警
報
・
注
意
報
の
発
表
の
た
め

の
雨
量
の
基
準
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し

ま
し
た
。

◎
水
防
計
画
の
変
更

危
険
水
位
な
ど
の
設
定
方
法
の
改
定
に
よ

り
、
避
難
を
呼
び
か
け
る「
避
難
判
断
水
位
」

の
見
直
し
に
対
応
し
ま
し
た
。

◎ 

災
害
弱
者（
避
難
行
動
要
支

援
者
）へ
の
対
応
の
見
直
し

自
分
で
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
の
情

報
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
、
名
簿
を
作
成
し

て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

 

霞
ヶ
浦
地
区
小
学
校
の
統
合
に
よ
る
避

難
所
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

今
月
末
を
も
っ
て
霞
ヶ
浦
地
区
小
学
校
が
統

合
と
な
り
ま
す
が
、
地
域
防
災
計
画
で
は
、
こ

れ
ま
で
の
小
学
校
施
設
に
つ
い
て
も
、
従
来
ど

お
り
指
定
避
難
所
と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。


